
（
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
十
五
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 


